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≪その他注意事項≫
１　①②については、許可証書換申請となるため手数料として許可証1枚につき３千円の収入印紙が必要です。

２　登記事項証明書は、以下の情報を提供いただくことで管轄労働局にて確認を行いますので、提出不要となります。

　　確認できない場合、従来どおり提出をお願いすることがあります。

　　・法人の登記事項証明書…「会社法人番号」（12桁）あるいは「法人番号」（13桁）

　　・不動産の登記事項証明書…同証明書掲載の「所在」「家屋番号」あるいは「不動産番号」

３　様式は、申請時における最新の様式を使用して下さい。（事業主の押印は不要です。）

４　管轄労働局や申請内容により必要書類が異なる場合がございます。ご不明点は事業主管轄労働局へお問い合わせ下さい。

法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 下記《その他注意事項２》により提出不要

（事業所の名称・所在地変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）

労働者派遣事業変更届出書に添付する書類（法人）

　　様式名
提出部数

様式第５号

労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書
※変更に係る事項のあった日の翌日から起算して１０日以内に提出
※履歴事項全部証明書を添付の場合並びに派遣元責任者に係る変更の場合、変

更事項のあった日の翌日から起算して３０日以内に提出

①＜事業主名称・所在地等＞ 提出部数

定款又は寄附行為（法人の所在地変更の際、記載内容に変更がない場合は不要）
※定款の代わりに株主総会の議事録（変更内容が記載されているものに限る）でも可

法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（変更内容・変更日の確認等行うため）
下記《その他注意事項２》により提出不要

②＜事業所名称・所在地等＞ 提出部数

定款又は寄附行為
（事業所の名称・所在地変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）

事業所の使用権を証明する書類
（不動産の登記事項証明書(下記《その他注意事項２》により提出不要)又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）

※転貸借の場合、家主の同意書等必要

事務所の見取り図（労働者派遣事業に使用する事務室、研修室等）タテ×ヨコ　メートルの記載

③＜代表者・役員の就退任、氏名・住所＞
提出部数

法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）下記《その他注意事項２》により提出不要

（役員の就退任を確認するため）（代表以外の役員の住所変更の場合は不要）

住民票（本籍地記載・個人番号（マイナンバー）省略）、履歴書及び当該代表者・役員
の精神の機能の障害に関する医師の診断書（該当しない場合は提出不要）

1 1
※住所変更のみの場合履歴書及び医師の診断書は不要

※氏名変更（同一人物）のみの場合全て不要

派遣元責任者講習受講証明書（受講日が届出日前３年以内のもの）
※要件を満たしている者を選任のこと

④＜派遣元責任者の就退任、氏名・住所＞
提出部数

住民票（本籍地記載・個人番号（マイナンバー）省略）、履歴書及び精神の機能の障害
に関する医師の診断書（該当しない場合は提出不要）
（住所と居所が違う場合には、事業主証明の居所証明書必要）

1 1
※住所変更のみの場合、履歴書及び医師の診断書は不要

※氏名変更（同一人物）のみの場合全て不要


